
令和７年度弘前市浄化槽設置整備事業費補助金交付について 

 

 

弘前市では、合併処理浄化槽の設置を促進して生活排水による公共用水域の水質汚濁

を防止し、川や海などの生活環境を守るため、浄化槽の設置に要する経費について、予

算の範囲内において、当該浄化槽を設置する方に対し補助金を交付します。 

 

○交付対象者 

　次の区域以外に住宅（一軒家の専用住宅、延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供

する併用住宅をいう。以下同じ。）を新築する、若しくは保有または賃借している個人

で、合併処理浄化槽を新設する方若しくは使用中の単独処理浄化槽または汲取便槽を合

併処理浄化槽へ転換する方。 

・下水道の処理区域 

・下水道の予定処理区域 

・農業集落排水処理施設の処理区域 

ただし、次の方は対象になりません。 

・浄化槽設置等の届出審査または建築確認を受けずに設置する方 

・小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき保証登録がされた合併処理浄化槽 

　以外の浄化槽を設置する方 

　・住宅を借りていて、賃貸人の承諾を得られない方 

　・市税等を滞納している方 

　・販売目的で合併処理浄化槽付き住宅を建築する方 

　・既に合併処理浄化槽を設置している方 

　・国庫補助指針に適合しない浄化槽を設置する方 

 

○対象となる浄化槽 

処理対象人員１０人以下の合併処理浄化槽で、ＢＯＤ除去率が９０％以上、放流水の

ＢＯＤ２０ｍｇ／ｌ（日間平均値）以下の機能を持ち、国の補助指針に適合するものに

限ります。 

 

○補助金の額 

　以下の①及び②に定める額の合計額（1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てた額）以内の額とします。 

①合併処理浄化槽の設置費 

設置に要する実際の支出額、または、次の表の人槽区分（併用住宅については、

居住の用に供する分のみが対象。）の定める限度額のいずれか少ない方の額 

 

　②単独処理浄化槽または汲取便槽の撤去費・宅内配管工事費 

　　　単独処理浄化槽または汲取便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に限り、工事

に要する実際の支出額、または、次の表に定める限度額のいずれか少ない方の額 

 人槽区分 ５人槽

 限度額 ３９０，０００円

 工事区分 単独処理浄化槽の撤去費 汲取便槽の撤去費 宅内配管工事費

 限度額 １２０，０００円 ９０，０００円 ３００，０００円



②交付対象か確認 
結果の連絡

⑦補助金請求書提出 
(様式第１１号)

 

 

○条件 

　補助金交付にあたり、次のような条件が付されます。 

　・工事は市内業者に発注する必要があります。 

　・設置後３年間は法に定める水質検査結果を市へ提出する必要があります。 

　・合併処理浄化槽が正常に稼働するよう法に定める保守点検及び清掃を行う必要が 

あります。 

　・補助事業の状況、経費の収支等の書類・帳簿を指定された期間、保管する必要があ

ります。 

 

○手続き 

　手続きの流れは次の図の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者 市

⑧補助金交付

⑤完了実績報告書提出 
(様式第８号)

④交付決定通知書送付 
(様式第６号)

③交付申請書提出 
(様式第１号)

①事前相談

工事完了

工事着工

⑥確定通知書送付 
(様式第１０号)

確認

審査

審査

問い合わせ先 
弘前市市民生活部環境課環境保全係 
TEL：０１７２－３６－０６７７


